
 

「災害ボランティアの宿泊支援に関する協定」に基づく災害ボランティアの宿泊支援の流れについて  

 

H28.3  ひょうごボランタリープラザ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生！ 

被災市区町社協災害ボランティアセンター設置 

＜検討・調整＞ 

被災状況に鑑み、プラザが被災市町等と協議し、宿泊施設によ

る宿泊場所の提供・割引実施の必要性を判断 

＜手続開始＞ 

①  プラザから、旅館ホテル組合への宿泊場所の提供・割引実施要請 

② 旅館ホテル組合から、加盟施設への宿泊場所の提供・割引実施要請 

③ 実施施設は、組合に内容を回答 

南海トラフ地震等広域的

災害時 

県と協議のうえ、プラザが広

域的な適用を要請する場合が

ある。 

必要性なし 

→実施しない 

必要性あり 

↓ 

実施手続 



 

（裏 面 へ） 

  

 

 

 

＜宿泊場所の提供・割引実施準備＞ 

④  組合は実施施設をプラザに報告。 

（プラザで実施状況をとりまとめ） 

ⅰ）プラザ・市区町災害VCの対応 

・市区町災害VCに情報提供 

ア） 実施施設一覧の提供→市区町災害VCでの掲示 

イ） 市区町災害VCでチラシ等を活動登録時に配布 

→宿泊日の午前中までに予約するよう周知 

ウ） 活動を証する帳票（様式）の提供→市区町災害VCでの配布 

・プラザHPで情報発信 

ⅱ）組合・施設の対応 

・プラザから組合を通じて、各施設に宿泊場所の提供・割引実施を依頼 

・各施設は、予約があり、活動後に帳票を持参した災害ボランティアに対

し実施することを確認。  

 

＜宿泊場所の提供・割引終了＞ 

市町等は、災害ボランティアセンター閉所をプラザに連絡 

⑥→プラザを経由し組合から実施施設に状況を連絡…終了について（依頼） 

→実施施設は、宿泊場所の提供・割引を終了 

 

（組合を通じて回答するかは要調整。） 

＜宿泊場所の提供・割引実施＞ 

⑤ 市区町災害VCは、宿泊場所の提供・割引に関する情報及び利用に際しては、

宿泊日の午前中までに予約するようチラシ等で周知したうえで、利用するボラ

ンティアの求めに応じ、活動を証する帳票を配布。 

ⅱ）施設の対応 

  予約があり、活動後に帳票を持参した災害ボランティアに対する宿泊場所の提

供・割引を実施 

ⅲ）災害ボランティアの動き 

・各申込先（加盟施設、支部、観光案内所）に、宿泊日の午前中までに予約し、

活動後に帳票を持参して施設を利用。 

（宿泊場所の提供・割引を受ける。） 

 


